
 

①保険医療機関 

当院は保険医療機関の指定を受けています。 

当院は、下記の施設基準を満たし、厚⽣労働省（北海道厚⽣局）に届出をしております。 

【施設基準⼀覧】 

1.時間外対応加算３ 

2.下肢創傷処置管理料 

3.別添 1 の「第 9」の 1 の（3）に規定する在宅療養⽀援診療所 

4.在宅時医学総合管理料及び施設⼊居時医学総合管理料 

5.在宅がん医療総合診療料 

 

  



 

②指定医療機関 

1.⽣活保護法・中国残留邦⼈等⽀援法指定医療機関 

2.⾝体障害者福祉法第 15 条第 1 項に基づく指定医 

3.難病の患者に対する医療等に関する法律第 14 条第 1 項の規定による指定医療機関 

4.結核指定医療機関 

5.被爆者⼀般疾病医療機関 

6.労災指定医療機関 

※特定疾患治療研究事業、ウイルス性肝炎進⾏防⽌対策・橋本病重症患者対策医療給

付事業、先天性⾎液凝固因⼦障害等治療研究事業についても含む。 

  



 

③保険外負担⼀覧 

書類 料⾦（税込） 

⼀般診断書（簡単なもの） 2,200 円 

⼀般診断書（複雑なもの） 5,500 円 

死亡診断書（1 通⽬） 5,500 円 

死亡診断書（2 通⽬以降） 11,000 円 

保険会社所定診断書 5,500 円 

⾝体障害者申請診断書 11,000 円 

指定難病臨床個⼈調査票（新規） 11,000 円 

指定難病臨床個⼈調査票（更新） 5,500 円 

成年後⾒⼈診断書 5,500 円 

⼀般証明書 1,100 円 

領収証明書 550 円 

 

予防接種 料⾦（税込） 

インフルエンザワクチン 3,850 円 

肺炎球菌ワクチン 8,800 円 



 

④明細書発⾏体制加算（再診時 1 点） 

「個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細書」の発⾏について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、

2022 年 4 ⽉ 1 ⽇より、領収書の発⾏の際に、個別の診療報酬の算定項⽬の分かる明細

書を無料で発⾏することといたしました。また、公費負担医療の受給者で医療費の⾃

⼰負担のない⽅についても、2022 年 4 ⽉ 1 ⽇より、明細書を無料で発⾏することとい

たしました。なお、明細書には、使⽤した薬剤の名称や⾏われた検査の名称が記載さ

れるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の⽅が代理で会計を⾏う場合の

その代理の⽅への発⾏を含めて、明細書の発⾏を希望されない⽅は、会計窓⼝にてそ

の旨お申し出下さい。 

  



 

⑤医療情報取得加算（初・再診時 1 点〜3 点） 

当院は、オンライン資格確認を⾏う体制を有しており、医療 DX を通じて質の⾼い医

療を提供できるよう取り組んでおります。オンライン資格確認によって得た情報（受

診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報）を医師が診察室等で確認でき

る体制を整備し、診療に活⽤します。正確な情報を取得・活⽤するためマイナ保険証

の利⽤にご協⼒をお願いいたします。 

 

【初診時】 
マイナ保険証を利⽤していない場合 

医療情報取得加算 1：3 点（⽉ 1 回） 
マイナ保険証利⽤時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合 

医療情報取得加算 2：1 点（⽉ 1 回） 
 
【再診時】 
マイナ保険証を利⽤していない場合 

医療情報取得加算 3：2 点（3 ⽉に 1 回） 
マイナ保険証利⽤時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合 

医療情報取得加算 4：1 点（3 ⽉に 1 回） 

  



 

⑥⼀般名処⽅加算（処⽅箋交付時：8 点〜10 点） 
当院は、後発医薬品の使⽤促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなど
を実施しています。 
 
現在、⼀部の医薬品について⼗分な供給が難しい状況が続いています。 
 
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬
剤の成分をもとにした⼀般名処⽅（⼀般的な名称により処⽅箋を発⾏すること※）を⾏う
場合があります。⼀般名処⽅によって特定の医薬品の供給が不⾜した場合であっても、患
者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 
 
⼀般名処⽅について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。 
ご理解ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。 
 
※⼀般名処⽅とは 
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処⽅せんに記載することです。そうすることで
供給不⾜のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が
提供しやすくなります。 
  



 

⑦⽣活習慣病管理料 

 
  



 

⑧2024 年 10 ⽉から「患者に特別負担」が⽣じる⻑期収載品 

 


